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【講演の概要】

１ 昨年度の振り返り
なぜ、道徳は教科化したのか

２ 本校における「いじめ問題」の発生現状等
３ 本日の各学年の「特別の教科 道徳」の
授業について
~保護者協議・感想~

４ まとめ



１ 道徳教育といじめ問題
「なぜ、道徳は教科化されたか」①

・きっかけは「H23年大津市におけるいじめ事案」
・年間３５時間（１年生３４時間）
道徳の時間の実施方法に課題
・青少年における問題行動
・諸外国と比較して自尊感情の低い日本の子供達
・地域、家庭における教育力の問題
・価値観の多様性 等



１ 道徳教育といじめ問題
「なぜ、道徳は教科化されたか」②

先の課題等を受けて⇒「特別の教科 道徳」へ
★他教科と異なる点★
・「考える道徳」「議論する道徳」
・価値の押し付けをしない
・自己評価（見方・考え方の変容）を重視
A・B・C等の評価をしない
・家庭との連携の重要性 等



定義に基づく確実ないじめの認知







東京都におけるいじめ問題の現状



２ 本校におけるいじめ問題の発生状況

■教育委員会への報告件数（令和３年度） ★件
■主な「いじめ」の態様
・SNSによるトラブル
（悪口、仲間はずし

写真・動画のUP等）
・無視、会話がない
・嘲笑、冷やかし
・強い口調で言われる
・たたく、ぶつかってくる



東京都の取組方針（概要）
「学校・家庭・地域における責務」



東京都の取組方針（概要）
「学校における責務」



「学校における責務」

【必須１８項目】
① 定義に基づく確実ないじめの認知
② 対応方針・役割分担の協議
③ 年３回以上の研修の実施
④ 学校いじめ対策委員会についての理解
⑤ 本校「学校いじめ防止基本方針」の理解
⑥ 学校いじめ対策委員会への報告
⑦ 重大事案の定義・対処



⑧ 情報共有シートの活用
⑨ 学校外部評価等への活用
⑩ 児童アンケートの実施
⑪ SOS出し方に関する教育推進
⑫ いじめに関する授業の実施（年３回）
⑬ いじめを許さない指導の徹底
⑭ 合意形成や意思決定の場面の設定
⑮ 「学校いじめ防止基本方針」の周知
⑯ 保護者への対応方針の伝達
⑰ 地域、関係機関等との連携
⑱ 重大性が高い事案への対応



しない！させない！
ゆるさない！
ストップ いじめ



ともだちが こわい
いやなことされ
つづけられている

あいてがわるいんだ
わたしはただしい
ことをいっているし、
やっているだけ！

あのひとのやってい
ること いじめだとお
もう・・・でも、「やめ
よう」というと

じぶんがいじめられ
るかも・・・



子どもどうしの
いじめは
ほうりつで

きんし されています



いじめ防止対策
推進法



児童等は、
いじめを

行ってはならない。

第 四 条



★ 件

なのに
さくねんどは・・・



なぜ、いじめるきもちを
とめられないの

でしょうか？



6がつ２５にち
どうとく
じゅぎょう
さんかん



いじめにきづき
すぐかいけつ

できる！



いりっこは
しない！させない！
ゆるさない！
ストップ いじめ



３ 本日の各学年の「特別の教科 道徳」の
授業について

第１学年



３ 本日の各学年の「特別の教科 道徳」の
授業について

第２学年



３ 本日の各学年の「特別の教科 道徳」の
授業について

第３学年



３ 本日の各学年の「特別の教科 道徳」の
授業について

第４学年



３ 本日の各学年の「特別の教科 道徳」の
授業について

第５学年



３ 本日の各学年の「特別の教科 道徳」の
授業について

第６学年



３ 本日の各学年の「特別の教科 道徳」の
授業について

五組（1・2年 と ３・６年）

◆よりよい学校生活
「しょうたの手紙」
みんなで協力し合って明るく楽

しい学級をつくろうとする態度を
育てる。



３ 本日の各学年の「特別の教科 道徳」の
授業について

★意見交換タイム★
・今日の授業の感想
・道徳科の授業で子供から聞いたこと
・通知表など担任等からの
メッセージについての
保護者の受けとめ 等



３ 本日の各学年の「特別の教科 道徳」の
授業について

★全体情報交換★



４ まとめ
「学校いじめ防止基本方針」について

「学校いじめ防止基本方針」
A4判 ５ページ
あります



基本方針から抜粋

４ まとめ
「家庭・地域における責務」



学校が全ての児童にとって

安心して過ごせる居場所
となるよう
学校教職員は取り組みます

★★「いじめ」相談窓口★★
「心配だな」と思ったら、担任、学年主任、

副担任、生活指導主幹、
スクールカウンセラーなどに
まずはご一報ください。


